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補 助 金 交 付 の
対 象 （ 団 体 名 等 ）

実
施
期
間

　鶏の法定伝染病であるニューカッスル病及び伝染性気管支炎、豚の伝染病である豚丹毒病の発生を未然
に防止することにより、畜産農家の経営の安定化を図る。
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区分

①　団体等事業費
(千円）

補助金交付額(千円）

25

補助金の使途
についての特
記事項等

実施を義務付ける規定

関 連 す る 市 勢 振 興
計 画 の 基 本 計 画

章

節 区　分

事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 29 年度平成

担当課 農林水産課

事業の背景及び概
要（現状、課題）、ま
たは交付団体の活
動目的、活動内容
など

　近年、家畜の伝染病が国内外で流行しており、家畜伝染病が発生・蔓延すると対象家畜が死滅するなど
発生農家の経営が破綻する。また、発生農家周辺の同種家畜移動禁止や殺処分等による甚大な被害から畜
産農家の経営を守る。

31

26

整理番号

1

補 助 金 （ 事 業 ） 名

根 拠 法 令 等 島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱

その他の助成
金

3,298

3,298

21,412

3,298

28,979

25,259

補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

・予防ワクチン購入費に対する補助（事業費の２０％以内）
　平成28年度事業費33,602,280円に対し3,298,000円の購入補助（交付率:9.8％）
　（内訳）
　　・鶏：2,290,000羽、 事業費 26,777,280円、 交付額 2,628,100円
　　・豚：32,500頭　 、 事業費  6,825,000円、 交付額   669,900円

実　績

金　額

実　績

年度

 予防液購入費

金　額

363 363346

事
 

業
 

費
 

等
 

の
 

推
 

移

項　　　　　　　目

28

0

33,602

年度の当該団体等の事業費の主な内訳  (市補助金が充当されていると思われるものから順に記載)     （単位：千円）

会 費 等

市 補 助 金

項　　　　　　　目

－0 00

予算額

3,298

422

3,298

392

3,000

島原市養鶏協会
島原市養豚防疫協議会
有明豚自衛防疫協議会

33,602

年度

実　績

25,841

年度

実　績

2827 年度

3,298 3,000

22,47817,768 29,912

25,841

22,180

3,298

目 指 す 成 果

〈交付対象団体等をどの
よ う な 状 態 に し た い の
か ）

3,298

年度29

継続 新規

昭和 平成

昭和 平成

あり なし
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ 0

備　　考

家畜自衛防疫事業費補助金

伝染病の蔓延防止に効果があり必要性は理解できる。負担金等自主財源確保に努めており、運営は適切なものと判断で
きる。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性
  家畜伝染病は発生農場だけでなく、周辺農場へも大きく被害を与え、
風評被害から他の産物にも影響するため、市が関与する必要があり、今
後も継続すべきと考えられる。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し
の

総 合 評 価

判
　
定

　ワクチン価格の高騰により、事業費も増加傾向にあることから、今後
も自衛防疫に対して助成を継続することが必要である。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

　家畜伝染病が発生すると、畜産業だけでなく地域経済にも甚大な被害が出ることから、事業を継
続し、自衛防疫を更に推進していく必要がある。

  ワクチン接種により、本市内での法定家畜伝染病の発生を未然に防い
でいる。

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持
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